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第１回岡谷市基本構想審議会 会議録 

平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ２ ４ 日 （ 金 ） 

午後３時３０分～午後４時４０分 

市 役 所 ９ 階 大 会 議 室 

 

１ 開会 

 市民憲章唱和 

 

２ 委嘱書交付 

 審議会委員 20 名中、出席者 17 名に対し、市長より委嘱書を交付。 

  

３ 市長あいさつ 

 

４ 自己紹介 

 

５ 正副会長の選出  

  岡谷市総合計画の策定に関する条例施行規則第６条第１項の規定に基づき、会長に

横内文雄 委員、副会長に太田博久 委員と高見澤恒子 委員を互選。 

 

６ 諮 問 

  岡谷市総合計画の策定に関する条例第４条第２項の規定に基づき、第５次岡谷市総

合計画基本構想及び前期基本計画について、市長が基本構想審議会に対し諮問。 

 （諮問書受領 横内会長） 

 

７ 議 事 

（１）岡谷市基本構想審議会について 

会長 

 

 

 

宮坂政策推進主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議事を進行させていただきます。何分、不慣れでございます

ので、ご協力をお願いいたします。 

はじめに、(1) 岡谷市基本構想審議会について事務局より説明をお願い

します。 

説明に入ります前に、本日の配布資料につきまして、ご確認をお願い致

します。 

お手元の「第５次岡谷市総合計画 第１回岡谷市基本構想審議会 配布

資料一覧」に記載のとおり、グレーのファイルに綴っております「第５次

岡谷市総合計画(諮問案)」のほか、参考資料といたしまして、資料１から

資料１５までをお配りしております。 

資料番号は各資料の右上に記載をしてありますので、ご確認をいただ

き、不足等ございましたら、挙手をお願いいたします。なお、資料概要に

つきましては、この後、ご説明申し上げます。 

ただ今ご確認いただきました、審議に用いる資料のほか、 

・岡谷市基本構想審議会 連絡先等調査票 

・返信用封筒 
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の２点をお配りしております。 

「岡谷市基本構想審議会 連絡先等調査票」につきましては、急を要す

るご連絡や、メールによる資料配布などを想定し、電話番号、メールアド

レス等について、事務局へお届けいただくための書類となっております。

本日、ご帰宅されましたら、それぞれの書類に必要事項をご記入の上、返

信用封筒により９月７日金曜日までにご提出くださいますよう、お願い申

し上げます。なお、返信用封筒への切手貼付は不要です。 

それでは私からは、岡谷市基本構想審議会の設置等に関わる規定、今後

のスケジュール、本日の配布資料、その他の事項の４点についてご説明申

し上げます。 

最初に、岡谷市基本構想審議会の設置等に関わる規定についてご説明申

し上げますので、お手元に配布いたしました「資料 12」をご覧ください。 

２ページの「岡谷市総合計画の策定に関する条例 第９条 岡谷市基本

構想審議会の設置等」として、第１項で「基本構想の策定、変更又は廃止

等に関し、市長の諮問に応じて必要な事項を調査審議するため、岡谷市基

本構想審議会（以下「審議会」という。）を設置する。」と定めております。 

また、同条第２項では、組織について、委員２０人以内で組織すること

とし、第４項で、委員の任期を２年としております。 

なお、審議会の詳細な規定につきましては、同条例第１０条の委任規定

により、条例施行規則により定めております。 

それでは、条例施行規則についてご説明をいたしますので、３ページを

ご覧ください。こちらが施行規則となります。 

４ページとなりますが、「規則第６条 審議会の会長及び副会長」とし

て、第１項で正副会長の設置と選出に関して定めているほか、第２項及び

第３項では会長及び副会長の役割について定めております。 

第７条は、審議会の会議についての規定であり、先ほど企画課長から申

し上げましたとおり、審議会は会長が招集し、委員の過半数が出席しなけ

れば会議を開けないこと、また、議事は出席委員の過半数で決することな

ど定めております。 

第８条は、部会の設置に関する規定であり、必要に応じて委員で構成す

る部会を置くことができるとしております。 

第９条は、審議会の事務局に関する規定、第１０条は、審議会の運営に

ついて必要な事項は、市長が定めるとした規定であります。 

以上が、岡谷市基本構想審議会に関する規定であります。 

続いて２点目といたしまして、今後のスケジュールについてご説明申し

上げますので、お手元に配布いたしました「資料１ 第５次岡谷市総合計

画 基本構想審議会開催スケジュール(案)」をご覧ください。 

こちらが現在、事務局で予定しております、審議会の開催スケジュール

(案)となっており、審議会は本日の会議も含め、全体で８回を予定してお

ります。 

次回第２回につきましては、９月２６日金曜日を予定しております。 

平成２１年４月より取り組んでまいりました「第４次岡谷市総合計画」

における施策の達成状況や、外部講師による「まちづくり」に関する研修

会など行いたいと考えております。 

第３回からは、基本構想や前期基本計画の具体的な審議を行います。 

審議の進め方につきましては、今後、正副会長とお打合せをさせていた

だき、第２回審議会の「審議の進め方について」のなかで、お示ししたい

と考えております。 

また、第３回審議会以降の開催日時につきましては、事務局案として、
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お示しいたしておりますが、審議の進め方や、実際の進捗状況により変更

となる場合もございますので、予めご理解をいただきたいと思います。 

以上のような日程でございますが、実質約２ヶ月間にわたって会議を重

ねていただきますので、委員の皆様にはご多忙のなか恐縮ですが、ご都合

の程よろしくお願いをいたします。 

次に３点目として、本日の配布資料につきまして、ご説明申し上げます。 

お手元に配布いたしております「第５次岡谷市総合計画 第１回岡谷市

基本構想審議会 配布資料一覧」をご覧ください。 

先ず、グレーのファイルに綴られているものが、皆様にご審議をいただ

く「第５次岡谷市総合計画（諮問案）」となります。 

そのほか、審議における参考資料として、資料２から資料１５までをお

配りしております。 

「資料２ まちなかアンケート「１分間市長」調査結果」から「資料８ 

市長と語る「まちづくりふれあいトーク」市民意見」につきましては、計

画案の取りまとめにあたり実施を致しました市民意見聴結果でございま

す。 

また、「資料９ 第４次岡谷市総合計画 前期基本計画・後期基本計画 

主要施策一覧表」から「資料１１ 第４次岡谷市総合計画 後期基本計画 

施策指標達成状況一覧表」につきましては、平成２１年４月より取り組ん

でまいりました「第４次岡谷市総合計画」の取組状況等をまとめた資料と

なっております。 

資料１２は、先ほどご説明を申し上げましたとおりでございます。 

次に、資料１３は、「第４次岡谷市総合計画 後期基本計画」の計画書 

資料１４は、喫緊の課題である人口減少問題に対応し、岡谷市の創生を

実現するため、第４次岡谷市総合計画後期基本計画や各種個別計画との整

合を図りながら、平成２７年度から平成３１年度までの５年間の取り組み

についてまとめた「岡谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の計画書で

あります。 

資料１５は、「岡谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定の基礎と

するため、本市の人口に関わる現状分析や、課題、住民の結婚・出産・子

育てや移住に関する意識・希望等を把握し、本市の将来展望人口などにつ

いてまとめた「岡谷市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」となってお

ります。 

第２回審議会まで約１ヶ月の期間を設けてございますので、お仕事や家

事などお忙しいこととは存じますが、参考資料をご活用いただきながら、

「第５次岡谷市総合計画(諮問案)」の自宅審査をお願いいたしたいと存じ

ます。 

大変多くの参考資料となり誠に恐縮ではございますが、よろしくお願い

申し上げます。 

なお、計画書(諮問案)や参考資料をご覧いただくなかで、落丁・乱丁な

どございましたら、事務局までご連絡をお願い致します。 

最後に、４点目としてその他の事項でございますが、本審議会につきま

しては、その都度、議事録を作成し、委員のみなさんにご確認いただいた

後、委員氏名を伏せた上で、市ホームページで公開し、市民の皆さんに審

議の状況を随時お伝えしてまいりたいと考えております。 

また、本日、この会議終了後から９月２１日金曜日までの間、諮問案に

ついてホームページをはじめ、湊、川岸、長地の各支所、イルフプラザ・

カルチャーセンター、岡谷市役所駅前出張所において公表し、市民の皆様

からパブリックコメントを募ってまいります。その意見につきましても、
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会長 

 

 

 

 

会長 

今後の審議のなかでお示ししてまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願い致します。 

以上、岡谷市基本構想審議会の設置等に関わる規定、今後のスケジュー

ル、本日の配布資料、その他の事項の４点についてご説明させていただき

ました。 

短期間での集中審議となりますが、ご協力を賜わりますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

私からの説明は以上です。 

 

はい。それでは、ただいまの説明に関しまして、何かご質問、それから

ご意見等ございましたら、ご発言いただきたいと思います。 

 

（発言する者なし） 

 

よろしいでございますか。それでは、次に移ります。（２）第５次岡谷

市総合計画（案）について事務局より説明をお願い致します。 

  

(２)第４次岡谷市総合計画後期基本計画(案)について 

岩垂企画政策部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画政策部長の岩垂でございます。第５次岡谷市総合計画の諮問案につ

いて説明させていただきますが、着座にて説明させていただきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

私からは、総合計画の総体的な説明と、第５次岡谷市総合計画案のうち、

序論から土地利用の構想までを、ご説明させていただきます。 

なお、先ほど、審議日程のところでもご説明いたしましたが、具体的な

審議は第３回目以降となりますので、本日は計画案の概要について説明さ

せていただきます。 

始めに、総合計画の概略でありますが、総合計画は、「基本構想」と、

その実現に向けた具体的な取り組みを示す「基本計画」などから構成され

る、地方自治体における「まちづくり」のための基本となる計画でありま

す。 

昭和４４年の地方自治法の改正によりまして、市町村に、総合的かつ計

画的な行政の運営を図るため、将来の都市像や人口のほか、まちづくりの

基本目標を掲げた「基本構想」の策定が義務付けをされました。 

しかし、地方分権に向けた取り組みが進むなかで平成２３年に「基本構

想」策定の義務が廃止されたため、その対応は、市町村の判断に委ねられ

ることになりました。 

こうしたなか、総合計画は、市民のみなさんとともにまちづくりを進め

ていくための指針となるべきものであることから、今後も策定すべきであ

ると考え、岡谷市では本年２月に「岡谷市総合計画の策定に関する条例」

を制定し、本市のめざすべき将来の方向性を明らかにするとともに、市政

運営における最上位の計画として位置づけをさせていただいたものであ

ります。 

それでは、お手元に配布させていただいております、第５次岡谷市総合

計画（諮問案）について、ご説明させていただきます。 

計画の全体像でありますが、表紙とさらにもう１枚おめくりいただき、

目次をご覧下さい。本計画書は、「１序論」、「２基本構想」、「３前期基本

計画」、「４計画の進捗管理」により構成しております。 

まず、２ページ・３ページの序論からご覧ください。 

２ページ中段の「②位置づけと役割」に、計画の位置づけのほか、役割
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について記述をしております。市民の皆さんに、こうした市政運営の指針

を示すことを通じて、多くの方のご理解をいただくとともに、まちづくり

への積極的な参加と行動を促し、市民総参加による市政の推進を図ってま

いりたいと考えております。 

３ページは、計画の構成と期間について説明をしております。 

ピラミッド図のとおり、総合計画は「基本構想」を頂点に、「基本計画」、

「実施計画」で構成されております。 

まず基本構想でありますが、計画期間を１０ヵ年とし、本市がめざすべ

き将来都市像と、その実現に向けたまちづくりの方向性を基本目標として

定める長期計画となっております。第５次岡谷市総合計画の基本構想につ

きましては、２０１９年度にスタートし、２０２８年度を目標年次として

おります。 

次の基本計画は、基本構想の実現を図るために必要な基本的施策を体系

的に示すものであります。計画期間は、前期及び後期各５ヵ年としており、

２０１９年度から２０２３年度までが前期基本計画、２０２４年度から２

０２８年度までを後期基本計画としております。 

なお、前期基本計画は、国が進める地方創生の取り組みに基づき、岡谷

市の創生を図るため、平成２７年度に策定をいたしました「岡谷市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を包含する計画としております。 

このほか、実施計画は、基本計画に示した施策を計画的かつ効率的に実

施するための具体的な事業を示したもので、３年間の事務事業を定める実

行計画として、毎年度見直しを行ってまいります。 

また、５ページから１３ページまでの「(２)岡谷市の姿」では、本市の

概要や歴史・沿革などを５項目にわたり記載しており、第４次岡谷市総合

計画ではなかった項目であります。新たなまちづくりに取り組む上で、岡

谷市の姿を再認識することも大切であると考え、新たに記載をいたしまし

た。 

１４ページからは、「(３)時代の潮流」といたしまして、本計画の策定

にあたり、岡谷市を取り巻く社会経済情勢の変化を６つの視点から整理

し、これを基本構想及び前期基本計画に活かしております。 

このほか、１７ページから２４ページまでの「(４)市民アンケートの状

況」では、市民意見を把握するため実施した各種アンケート調査の概要を

記載しており、先ほどご説明いたしました「(２)岡谷市の姿」と同様に新

たに設けた項目であります。 

２５ページ以降が基本構想となります。２６、２７ページでは「(１)将

来都市像」として、「まちづくりの基本理念」と「将来都市像」を掲げて

おります。昭和４６年に制定いたしました「岡谷市民 憲章」をまちづく

りの基本理念に位置づけ、「将来都市像」を「人結び 夢と希望を紡ぐ た

くましいまち岡谷」とし、その実現をめざしてまいります。 

なお、将来都市像のイメージについては、先ほど市長があいさつのなか

で申し上げたとおりであります。 

次の２８ページには、将来展望人口として「(２)岡谷市まち・ひと・し

ごと創生人口ビジョン」について記述をしております。 

第５次岡谷市総合計画は、「岡谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

について１年前倒しを行い、前期基本計画の中へ包含する形で取りまとめ

たため、岡谷の創生の実現に向けて効果的な施策を展開する上で基礎とな

る「岡谷市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」についても記載し、新

しい総合計画に基づく２０１９年からの１０年間の取り組みを通じて、同

ビジョンに掲げた２０６０年の将来展望人口４万人台の維持の実現をめ
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ざすことといたしました。 

続いて、２９ページからは「土地利用の構想」であります。市民共有の

財産である市域の有効活用を図るために、地域別と目的別の土地利用のあ

り方を示しております。 

国が定める「国土利用計画」に基づく岡谷市の計画として規定するもの

であり、地域の振興を基本として、健康で文化的な生活環境の確保と地域

の均衡ある発展を、総合的かつ計画的に推進してまいります。 

以上、私からは、総合計画の概要と基本構想の将来都市像、将来 展望

人口と土地利用の構想について説明をさせていただきました。 

３２ページ以降の基本目標につきましては、企画課長より説明をいたし

ますので、よろしくお願いをいたします 

 

 企画課長の岡本でございます。着座にてご説明させていただきます。 

 それでは引き続き、３２ページの「(４)まちづくりの基本目標」をご覧

いただきたいと思います。 

総合計画は、その名のとおり、市が行う各種施策を総合的に取りまとめ

た計画でありますが、多岐多様にわたる分野をどう区分するか、さまざま

な考え方がございます。 

第５次岡谷市総合計画では、時代の潮流や本市の現状と課題をはじめ、

市民のみなさんからのご意見などを踏まえつつ、岡谷市の特色を活かし

た、これからの時代に相応しい６つの分野に分けて、基本目標を定めたと

ころであります。 

具体的に申し上げますと、１つ目に「ともに支えあい、健やかに暮らせ

るまち」につきましては、保健や福祉医療分野などの取り組みを最優先に

考えるご意見を数多くいただいたことから、少子化や超高齢社会に対応し

たまちづくりに取り組むため、子ども・子育て支援や福祉、保健・医療に

関する分野の目標としてございます。 

次の、「未来の担い手を育み、生涯を通じて学ぶまち」につきましては、

未来を担う子どもたちの教育が重要であるとのご意見から、未来の岡谷を

担うひとづくりなどに取り組むため、学校教育や生涯学習に関する分野の

目標としてございます。 

また、「人が集い、にぎわいと活力あふれるまち」は、本市の基幹産業

である製造業を中心に産業振興を図り、働く場所の確保を通じて人口減少

に歯止めをかけていくことが必要であるとのご意見から、活力あるまちづ

くりに取り組むため、産業振興に関する分野の目標といたしてございま

す。 

次の、「安全・安心で、自然環境と共生するまち」につきましては、平

成１８年７月豪雨災害から学んだ教訓を活かし、安全・安心に生活できる

環境整備の重要性や、恵まれた豊かな自然環境を後世へと引き継いでいく

ことの大切さに対するご意見をいただいたことから、安全対策や環境保

全、居住環境に関する分野の目標としてございます。 

このほか、「快適な生活を支え、住み続けたいまち」は、まちの顔でも

ある駅周辺の活性化をはじめ、道路環境の維持・整備に取り組んでいくこ

とが必要とのご意見から、計画的土地利用や都市基盤の整備に関する分野

の目標としたところでございます。 

また、最後の「みんなでつくる、確かな未来を拓くまち」につきまして

は、人口減少や高齢化が進むなかで、地域におけるつながりの希薄化や地

域コミュニティの担い手不足を危惧する声に加え、厳しい財政状況の下、

真に必要な行政サービスを提供していくためには、効率的で健全な行財政
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運営に取り組むことが必要であるとのことから、地域コミュニティ、市政

運営に関する分野の目標としたところでございます。 

なお、基本目標の順番でありますが、市といたしましては、将来都市像

の実現に向けて、どれも等しく重要であると考えており、諮問案では、た

だいまご説明いたしました順番としておりますが、今後、ご審議をいただ

くなかで、基本目標の順番についてもご検討いただければと考えてござい

ます。 

３３ページ以降は、「施策の大綱」といたしまして、基本目標ごとに、

目標を達成するための政策を掲げ、施策の概要を記載しております。３４

ページから５２ページまで、１６の政策と３１の施策の大綱を基本目標ご

とにまとめて記述しております。個別の内容については、第３回以降の審

議会におきまして、施策ごとに説明をさせていただき、それぞれ審議をお

願いしてまいりますので、本日は、説明を省略させていただきます。 

続きまして、５３ページをお開きください。 

ここからは、基本構想の実現に向けて、平成３１年度からの５年間に取

り組む、具体的な施策を記述した「前期基本計画」となってございます。 

５６ページの「重点プロジェクト」は、前期基本計画の５年間に、施策

の垣根を越えて重点的な取り組む項目であります。その内容につきまして

は、今後、審議会での議論や、市議会からのご意見なども参考にしながら、

庁内で検討し、決定してまいりたいと考えております。 

５７ページからは、「岡谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につい

て記載をしております。平成２７年度に策定いたしました総合戦略の中に

４つの柱を設けてございます。この前期基本計画に包含するということ

で、総合戦略の４つの柱についてはそれぞれ引き継いでまいりたいという

ことで記載をしてございます。 

次に、５９ページをご覧いただきたいと思います。５９ページに基本計

画の中での基本目標「ともに支え合い、健やかに暮らせるまち」のところ

に繋がる施策を記載してございます。 

おめくりいただきまして、６０・６１ページをご覧ください。「施策１

－１ 子ども・子育て支援の推進」の記載がございますが、計画すべてが

これと同じように記載してございますので、本日はこれを例として、ご説

明いたします。 

まず、「現状」では、当該施策分野における現在の状態や傾向などにつ

いて記述してございます。その現状を示す「資料やデータ」をグラフや表

を用いて視覚的に分りやすく示しております。 

次の「課題」では、現状から見えてくる本市の課題について端的にまと

めてございます。 

また「施策展開の方針」の項目では、課題解決に向けた方向性を記載し

ており、その次の項目である「主な取り組み」におきまして、施策展開の

取り組み内容を示しているところでございます。 

「成果指標(ＫＰＩ：重要業績評価指標)」は、施策の進行管理を行うた

めに設定するものであり、指標は、当該施策の実施により実現すべき状態

を、数字により評価できるものを設定してございますが、今後、委員の皆

様からご意見を頂きたいと考えております。 

また「施策展開のための個別計画」の項目は、当該施策の具体的な取り

組み内容を定めた個別計画を担当課で策定しておりますので、その計画を

記載しております。 

なお、施策により個別計画の次に用語解説が記載されております。 

本日は、個々の内容につきましての説明は省略させていただきますが、



- 8/8 - 

 

 

 

 

 

会長 

 

第３回以降の審議会におきまして、施策の基本的な考え方等につきまして

説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、第５次岡谷市総合計画（案）の説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 ただいまの説明に関する質問やご意見は、先ほど話にありました第３回

の審議会から行うということですので、その際にお願いします。 

 

(３)その他 

会長 

 

宮坂政策推進主幹 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

副会長 

 

次に進みます。（３）その他について、事務局より何かございますか。 

 

特にございません。 

 

よろしいですか。それでは、終了になりますが、みなさんからご意見等

ございましたらお願いしたいと思います。 

 

（発言する者なし） 

 

はい。それでは、スケジュールも発表されましたので、それぞれで検討

していただいて、２回、３回の審議会にむけて進めていただければと思い

ます。 

それでは、これで議事を終了とさせていただきます。 

 

 閉会の挨拶ということで、本日はご多用のところお集まりいただきまし

て、ありがとうございました。 

 次回から審議の進め方について、３回目からは具体的な審議というとこ

に入ってまいりますので、資料は膨大でありますが、できるだけ目を通し

ていただいて、それぞれのお立場でぜひ、様々なお考え、ご意見をいただ

ければと思います。スケジュールもタイトでございますが、なにとぞご参

加、ご協力をお願い申しあげて閉会の挨拶とさせていただきます。本日は

大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。 

 

事務連絡 

宮坂政策推進主幹 会議終了ということで、事務連絡をさせていただきます。本日、出席さ

れております委員の皆様には、報酬をお支払いさせていただいておりま

す。まだ、お支払いの済んでいない委員さんもいらっしゃいますので、今

しばらく自席でお待ちいただきたいと思います。合わせまして、この報酬

の支払いに必要となります、マイナンバーのご確認をご案内させていただ

いております。職員が皆様のもとにお伺いいたしますので、マイナンバー

の確認をさせていただきたいと思います。なお、本日、関連するマイナン

バーカード、通知書をお忘れの方につきましては、次回ご確認をさせてい

ただきたいと思います。それでは今しばらく自席にてお待ちください。 

 


